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日程：2018 年 3月 29 日（木） 

時間：18時 45 分開始 
会場：ベルサール田町 3階 ROOM1 
（〒108-0023 東京都港区芝浦 3-12-7） 

※詳細地図は裏面に記載 ◇参加費無料 

主催 東京合同法律事務所 

Information -ご案内- 

Instructor -講師- 

◆菱山 南帆子さん 

 
1989 年 八王子生まれ。許すな！憲法改

悪 市民連絡会事務局次長。憲法９条を

壊すな！実行委員会。戦争させない・9

条壊すな！総がかり行動実行委員会。安

倍 9 条改憲 NO！全国市民アクション実

行委員会。 

「今年こそ改憲！」 
のかけ声のもと， 

安倍政権は日本を  

戦争のできる国  

に変貌させるため， 

前のめりで  

突き進んでいます。 

平和憲法を護る  

私たちの運動も， 

いまが正念場です。 

憲法破壊を許さない理論と  

運動について学び， 

実践してゆくため， 

ぜひ多くの皆さんに参加して  

いただきたいと思います。 

 

 

◆弁護士 馬奈木 厳太郎 
（東京合同法律事務所） 

港区赤坂 2-2-21 永田町法曹ビル 

TEL：０３－３５８６－３６５１ 



 

 

Access –会場地図- 

（住所）〒108-0023 東京都港区芝浦 3-12-7 

（会場連絡先）03-3457-5051 

◆最寄り駅より 

JR「田町駅」東口徒歩 4 分  

都営三田線・都営浅草線「三田駅」A4 出口徒歩 7 分 

主催 東京合同法律事務所 

〒107-0052 東京都港区赤坂 2-2-21永田町法曹ビル 

連絡先：TEL03-3586-3651 FAX03-3505-3976 

HP：http://www.tokyo-godo.com/ 

 Facebook やってます！ 

担当：市川・岩切・佐藤 

会場は 
ココです 


